
厚木市空家等対策計画の改定（案）に対するパブリックコメントの 

実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和４年２月１日（火曜日）から令和４年３月３日（木曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ３人 

(2) 意見の件数        10 件 

(3) 案に反映した意見の数  ２件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 
反映し

たもの 

第１章 計画の趣旨 
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第 1 章 2 の計画の位置付けに

ついては、より広範な部局と一

体で進めないと、基本的な解決

は難しいと思います。 

理由 本市において 1960 年

以降、急激に住宅開発や区画整

理事業が進み、市街地が形成さ

れてきましたが、本来市街化調

整区域とされてきた土地であっ

ても、「連たん」等による無秩

序なミニ開発等で、狭小道路、

狭小敷地の住宅の建設が進みま

した。このことが都市計画その

ものを阻害してきたと言えま

す。そのため、現在の空家対策

が放置されることとなりまし

た。 

先ずは、基本の市街化区域で

の建築の更新を図ることが必要

です。そのためには建築許可に

ついては原則、連たんを認めな

いよう市の条例を変えることが

必要です。 

市街化調整区域については、市

街化を抑制する区域ですが、現在

の建築許可により、人口減少や地

域活力の低下を抑え、地域コミュ

ニティの維持・向上が図られてい

ることから、条例の変更は考えて

おりません。 

また、分家住宅の建築は、市街

化調整区域の立地基準に基づき、

厳格に審査しています。 

市街地での建築の更新に関して

は、空き家の解体のための助成制

度の周知や空き家の活用の促進な

どの取組を位置付けています。 

（P49 ウ、P50(3)） 

 若年世帯住宅取得支援事業補助

金は、他の補助制度との整合を図

り、現在の補助額に設定している

ため、補助額引き上げは考えてお

りません。なお、周知について

は、現在、ポスターや広報紙、住

宅展示場などで周知をしています

が、今後更なる周知に努めます。 

 



また、「分家住宅」について

もその条件を厳格化していくこ

とが求められます。 

その上で、既成の市街地での

建築の更新を図るため、「空家

バンク」、「空き地活用」のため

の施策を進めることです。本市

の「若年世帯住宅取得支援事業

補助金」の額を大幅に引き上

げ、周知に努めること。 
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「2 計画の位置づけ」のチャ

ートの中、「計画（案）」の直接

の上位計画である「厚木市住生

活基本計画」との関連と位置づ

けを明示すべきだと思います。

とくに同基本計画 P49～P50 の

「③住宅確保要配慮者の増加」

「④地域におけるコミュニティ

の希薄化と居住利便性の低下」

「⑥空き家の増加」「⑦市営住

宅を含む公的賃貸住宅の供給手

法」との関連について触れて欲

しい。市の総合的な住宅政策に

「空き家」の利活用政策などを

積極的に組み込むべきだと考え

ます。 

「厚木市住生活基本計画」と本

計画は、関連しているものであり

ますが、計画の位置付けについて

は、他の各計画との関連を全体的

に把握できるように記載している

ため、具体的な内容までは記載し

ていません。 

市の総合的な計画である「第 10

次厚木市総合計画」、「都市計画マ

スタープラン」や住宅政策を総合

的に進めるための計画である「厚

木市住生活基本計画」の中にも空

き家の活用の取組について位置付

けています。 
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今回の「計画（案）」は「一

戸建ての住宅」のみを対象とし

ていますが、前述の№2 との関

係を考えた場合、共同住宅の

「空き室」の存在も視野に入れ

た計画とすべきではないです

か？勿論膨大な数の民間の分

譲・賃貸共同住宅、公的賃貸共

同住宅の空き室の市場の需給関

係で流動的ではありますが、政

策立案上概数の把握は必要だと

考えます。 

本計画は、近隣に悪影響を及ぼ

している空き家の多くが一戸建て

の住宅であるため、一戸建ての住

宅のみを対象としています。 

また、空家法に基づき計画を定

めているため、集合（共同）住宅

は、全ての住戸が空き室となった

場合に「空家等」になることか

ら、空き室は計画の対象としてい

ません。なお、全住戸が空き室と

なっている集合（共同）住宅な

ど、空家法の対象となる空き家に

 



 

 

ついては、関連法令に基づき、適

切に対処します。 

また、集合（共同）住宅の空き

室の数は、国で５年ごとに調査す

る「住宅・土地統計調査」で把握

しており、今後の住宅政策に活用

していきます。 

 

 

第２章 厚木市の現状と課題 
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計画 P12（図表 2-3）の内、

「住宅・土地統計調査」（抽出

調査）と「空き家実態調査」

（現物調査）とに大きな開きが

ありますが、そのことについて

分析と評価を示していただきた

い（例えば、前者には「空き

室」が含まれているのか、ある

いは「空き店舗」など住宅以外

も含まれるのかなど）。市政政

策（住宅、まちづくり、福祉、

産業など）の立案にも関わると

思います。 

住宅・土地統計調査の空き家

は、空き家になってから１年未満

の建物も含まれることを P12（図

表 2-3）に記載しています。 

また、共同住宅の空き室を一室

単位で含んでいること、入居前の

新築住宅や建築中の住宅であって

も戸締りができる程度になってい

る場合は、内装が完了していなく

ても空き家に含まれ、実際の数と

の差異があることを P14（図表 2-

6）に記載していますが、P12（図

表 2-3）にも同様の注釈を記載

し、いただいた御意見を踏まえ計

画を次のとおり修正します。 

【該当ページ】 

P12 2(1)（図表 2-3） 

【記載内容】 

※共同住宅の空き室を一室単位で

含んでいます。また、入居前の新

築住宅や建築中の住宅であっても

戸締りができる程度になっている

場合は、内装が完了していなくて

も空き家に含まれています。 

 

 

 

 

〇 



第３章 空き家対策の推進 
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市街化調整区域内の分家住宅

について、分家住宅は許可を受

けた個人しか住居することがで

きず、売却するには一般住宅へ

の用途変更が必要です。用途変

更は、開発審査会の許可が必要

で一定の条件があります。空き

家問題、地域の活性化のため、

分家住宅の今後のあり方につい

て、開発審査会の許可基準の緩

和、特別指定区域制度の活用、

関連法律の抜本見直し、行政訴

訟等による対応を提案します。 

規制が多く、再建築等が難しい

市街化調整区域の空き家について

は、住宅等の規制緩和策について

関係各課と調整し、検討すること

を位置付けています。 

（P51 エ） 

なお、既に庁内の関係各課で構

成する検討会を立上げており、空

き家の活用促進につながる検討を

進めています。 
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令和 3 年 4 月に「相続等によ

り取得した土地所有権の国庫へ

の帰属に関する法律」が成立

し、同法の施行が来年には始ま

ります。相続放棄により所有者

不明の土地や家屋であっても、

管理責任は負うこととなります

のでこの法の詳しい紹介など

で、新たな所有者不明土地や家

屋を減らしていくことができま

す。 

 また、本市でも政策実施され

ていますが「老朽空き家解体工

事補助金」の周知徹底と同制度

の昭和 56 年 5 月 31 日以前の

基準を緩め、解体を希望する者

には弾力的に運用することも検

討してください。 

 いただいた御意見を踏まえ計画

を次のとおり修正します。 

【該当ページ】 

P47  4(1)イ(エ) 

【記載内容】 

・修正前→「相続登記を義務化す

る民法・不動産登記法の改正案」

の周知 

・修正後→「相続登記の義務化や

土地利用の円滑化などの民法・不

動産登記法の改正」、「相続等によ

り取得した土地所有権の国庫への

帰属に関する法律」などの空き家

対策に関する関係法令等の改正の

周知 

老朽空き家解体工事補助金は、

空き家実態調査で把握している

844 戸の空き家のうち６割が旧耐

震基準であることから、旧耐震基

準の一戸建ての空き家のみを対象

としており、周知を徹底するとと

もに、引き続き旧耐震基準の空き

家に対し、解体費の一部を補助し

ます。 

〇 
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「基本理念」の「1 コンパク

ト・プラス・ネットワーク型都

市構造の更なる充実に向けた空

き家対策」の意図するところを

明らかにすることが大切だと思

います。 

「厚木市コンパクト・プラス・

ネットワーク推進計画」の P79

（ネット検索による）「第 4 章

居住に関する取組」の施策

（2）として、「空き地・空き家

等を活用した住環境の形成」

「空き家を活用した居住促進の

概要」を掲げられており、「集

合住宅における空き室問題の改

善、流通の促進」「地域コミュ

ニティの形成」などが言及され

ております。それらの具体化が

問われます。 

人口減少、高齢化が進む中、地

域の活力を維持するとともに、医

療・福祉・商業等の生活機能を確

保し、高齢者等が安心して暮らせ

るよう地域公共交通と連携してコ

ンパクトなまちづくりを進めるこ

とが重要になります。 

空き家対策の取組として、厚木

市コンパクト・プラス・ネットワ

ーク推進計画の考え方に基づき、

地域集会施設やコミュニティ施設

等の地域利用に対する利活用の支

援制度の検討、空き家の跡地を利

用した広場、駐車場等の地域利用

に関する支援制度の検討、活用を

希望する空き家所有者等と不動産

事業者をつなぐ制度の利用促進な

どを本計画に位置付けています。 

（P50 (3)ア(イ)、ア(エ)、イ(ア)） 
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「3 施策体系」「4 施策」に関

連して若干の意見と提案を申し

述べます。 

1 ワンストップ総合相談機構

のセットアップ 

（キャッチフレーズ）「先送

り」は命取り、思い立ったら

「空き家（空き室、空き地）相

談センターへ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 所有者等への相談支援につい

て、住宅課が問合せ窓口として空

き家の所有者等からの相談や周辺

住民からの情報提供を一括して受

付け、弁護士会や司法書士会、不

動産関係団体等と連携して対応し

ています。 

（P56 7(1)ア、P60 (3)） 

また、空き家化の予防として、

所有者等への相談支援を位置付け

ています。（P47(1)イ） 

 

 

 

 

 



2 「空き家（空き室、空き

地）情報届け出制度」の創設 

あくまで所有者、相続人の任意

の制度ですが、何らかのインセ

ンティブ付与を検討する（例え

ば、優先的各種情報の提供、公

有地拡大推進法に基づく先買い

特権など） 

 

 

3 居住福祉の向上、住宅政策

とのリンク「空き家バンク」

（厚木市は登録ゼロ）、「住宅セ

ーフネット」（厚木市の登録は

賃貸共同住宅 2、3 軒？）と格

差社会で深刻化している「住宅

確保要配慮者」へのリーズナブ

ルな住宅供給が機能していませ

ん。今後増進すると思われる

「空き家、空き室」を厚木市独

自の住宅政策にリンクして活用

し、「人権としての居住福祉」

の向上に貢献していただきた

い。共感・共鳴する市民も少な

くないと思います。 

例えば、木造市営住宅、グルー

プホーム、シェアハウス（一戸

建ての空き家住宅）みなし市営

住宅（民間の賃貸住宅の空き室

借上げ）など。SDGSの「住み

続けられるまちづくりを」の理

念にも合致するのではないです

か。 

 

 

 

 

 

2 空き家は、所有する方の財産

であり、自らの責任により適切に

管理することが前提です。 

市では、空き家実態調査や自治

会、関係団体等の協力を得ながら

空き家の情報把握をしているた

め、インセンティブ付与について

は考えておりません。 

 

 

3 「厚木市住生活基本計画」の

基本施策で、住宅確保要配慮者に

対する居住の安定確保を位置付

け、住宅確保要配慮者に賃貸住宅

保証制度補助金の交付や入居の円

滑化と入居後の居住に関するサポ

ートなどを行っています。 

また、市の空き家利活用策とし

て、空き家所有者に対しアンケー

ト調査を行っており、協力いただ

ける方とともに利活用について検

討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 まちづくり、コミュニティ

形成 

空き家、空き地を種として、さ

らに市街化区域にあっては生産

緑地（2022 年問題）などオー

プンスペースの一定の連たんに

よる適地に、地域住民の生活関

連施設（多機能型コミュニティ

施設、社会教育施設、子育て施

設、物販店舗、クリニック、公

園など）を公・私共同で誘致す

るなどの施策が大事になると考

えます。 

 

 

 

 

5 市街化調整区域における建 

築物立地基準の見直し 

市の調査結果では「空き家」

約 20％が市街化調整区域に存

しており、今後もかなり増進す

ることが考えられます。調整区

域内の住宅に着目した場合、昭

和 44 年の「線引き」前から存

したものは当然ですが、線引き

後の住宅は、①新規農家住宅、

②線引き後にすでに建築計画が

あったとして届けられ原則 5 年

以内に建築されたもの、③農家

二・三男分家（次世代分家も含

む）、④線引き以前から地目や

課税が「宅地」と認定できる場

合の「既存宅地」確認より建築

されたものなどが挙げられま

す。 

問題は「市街化調整区域」は

市街化を抑制するとの土地利用

4 生産緑地は、農地を取り巻く

環境の変化に伴い、防災、良好な

景観の形成及び環境保全等の多様

な機能を発揮することから、評価

が高まっています。都市に「ある

べきもの」という考え方に基づ

き、施設等を誘致するのではな

く、市では特定生産緑地への移行

を推奨しています。 

 また、生活利便施設立地促進事

業として、スーパーや診療所など

の生活利便施設が不足している地

域へ新しく出店する事業者への施

設整備費などの補助を実施してい

ます。 

 

 

5 規制が多く、再建築等が難し

い市街化調整区域の空き家につい

ては、住宅等の規制緩和策につい

て関係各課と調整し、検討するこ

とを位置付けています。 

（P51 エ） 

なお、既に庁内の関係各課で構

成する検討会を立上げており、空

き家の活用促進につながる検討を

進めています。 



方針のもと、元々「建築の自

由」が制限されているので、一

身専属的な縛り、建替え、用途

変更などについても厳しい条件

がついています。こうした「立

地基準」の見直しについては法

令上の解釈が伴うので関係当局

や「開発審査会」での検討が必

要になっていると思います。 

第４章 成果指標と進行管理 
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「空き家法」施行後、市が県

内では横須賀に次いで 2 番目の

早さで 2 戸の「特定空家」を代

執行で解体除却する、また、

「B」「C」レベルの空き家に改

善指導するのかなどの努力には

敬意を表します。しかしなが

ら、（図表 4-1）で令和 8 年度

の目標値を同 3 年度の 844 戸

に止めるとしていますが、今後

の高齢化の急伸を考えた時無理

筋な目標に思います。「C」「D」

レベルを中心に増大するよう感

じますが、問題は数値目標でな

く「空き家」という大量な社会

的ストックを有用なものとして

市政政策の前進にどうビルドイ

ンするかだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣に悪影響を及ぼすおそれが

がある B 区分の空き家について

は、今後も増加させないよう現状

維持に努めます。 

また、人口減少、高齢化などに

より C、D 区分の空き家が今後も

増加することが予想されますが、

本計画に基づく施策を着実に実施

することで、全体の空き家数につ

いては、増加させないよう数値目

標を掲げています。 

 

 

 

 

 

 



その他 計画に直接関連しない御意見 
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居住用土地・建物については

固定資産税が 6 分の 1 に減額さ

れているが、賃貸アパートや区

分所有のマンション等であれば

この適用除外とすべきだと思い

ます。マンションを 1 棟ごと複

数持ち、不動産収入を得ている

場合には、固定資産税のこの適

用は不要なものと考えます。零

細な不動産収入を得ている場合

には、賃貸個数、室数が 20 程

度以下になるよう、国に働きか

けてください。 

 本計画は、一戸建ての空き家に

関する対策を総合的かつ計画的に

推進するために定めています。賃

貸アパートやマンションの固定資

産税については、本計画の対象で

はありません。 

 なお、いただいた御意見につい

ては、税担当部局と共有していき

ます。 

 

５ お問合せ先 

(1) 担当課名 住宅課 

(2) 連絡先  046-225-2330 

 

６ 結果公開日 

令和４年３月 25 日 公開 


